
-基本計画書-1-



-基本計画書-2-



-基本計画書-3-



-基本計画書-4-



-基本計画書-5-



-基本計画書-6-



-基本計画書-7-



-基本計画書-8-



-基本計画書-9-



-基本計画書-10-



-基本計画書-11-



-基本計画書-12-



-基本計画書-13-



-基本計画書-14-



-基本計画書-15-



-基本計画書-16-



-基本計画書-17-



-基本計画書-18-



-基本計画書-19-



-基本計画書-20-



-基本計画書-21-



-基本計画書-22-



-基本計画書-23-



-基本計画書-24-



-基本計画書-25-



-基本計画書-26-



-基本計画書-27-



-基本計画書-28-



-基本計画書-29-



-基本計画書-30-



-基本計画書-31-



-基本計画書-32-



-基本計画書-33-



-基本計画書-34-



-基本計画書-35-



-基本計画書-36-



-基本計画書-37-



-基本計画書-38-



 
 

  

-基本計画書-39-



  

  

 
 8  
  

  
 

 

  

-基本計画書-40-



 

 

 

 

 

 

-基本計画書-41-



-図面-1-



-図面-2-



-図面-3-



-学則-1-



-学則-2-



-学則-3-



-学則-4-



-学則-5-



-学則-6-



-学則-7-



-学則-8-



-学則-9-



-学則-10-



-学則-11-



-学則-12-



-学則-13-



-学則-14-



-学則-15-



-学則-16-



-学則-17-



-学則-18-



-学則-19-



-学則-20-



-学則-21-



-学則-22-



-学則-23-



-学則-24-



-学則-25-



-学則-26-



-学則-27-



-学則-28-



-学則-29-



-学則-30-



-学則-31-



-学則-32-



-学則-33-



-学則-34-



-学則-35-



-学則-36-



-学則-37-



-学則-38-



-学則-39-



-学則-40-



-学則-41-



-学則-42-



-学則-43-



-学則-44-



-学則-45-



-学則-46-



-学則-47-



-学則-48-



-学則-49-



-学則-50-



-学則-51-



-学則-52-



-学則-53-



-学則-54-



-学則-55-



-学則-56-



-学則-57-



-学則-58-



-学則-59-



-学則-60-



-学則-61-



-学則-62-



1 2
 

-学則-63-



-学則-64-



-学則-65-



-学則-66-



 

-学則-67-



-学則-68-



-学則-69-



-学則-70-



-学則-71-



-学則-72-



-学則-73-



-学則-74-



-学則-75-



-学則-76-



-学則-77-



-学則-78-



-学則-79-



-学則-80-



-学則-81-



-学則-82-



-学則-83-



-学則-84-



-学則-85-



-学則-86-



-学則-87-



-学則-88-



-学則-89-



-学則-90-



 

-学則-91-



-学則-92-



-学則-93-



-学則-94-



-学則-95-



-学則-96-



-学則-97-



-学則-98-



-学則-99-



-学則-100-



-学則-101-



-学則-102-



-学則-103-



-学則-104-



-学則-105-



-学則-106-



-学則-107-



-学則-108-



-学則-109-



-学則-110-



-学則-111-



-学則-112-



-学則-113-



-学則-114-



-学則-115-



-学則-116-



-学則-117-



-学則-118-



-学則-119-



 

 

  

-学則-120-



-学則-121-



 
 

-学則-122-



 
 

 

 
 

 

  
 

 

  

  
   

 
  
  
  

   
 ( ) ( ) 

   
 ( ) ( ) 
   
   

 
 

 

 
 

 

  
 

 

  

  
   

 
  
  
  

   
   

   
   
   
 ( ) ( ) 

-学則-123-



   
   

   
 

 ( ) ( ) 
 ( ) ( ) 

   
 

-学則-124-



 
 

 
 

 
 

(
)

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

-学則-125-



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-学則-126-



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-学則-127-



  
  

 
[ ] 

  
[ ] 

  
  
  

[ ] 
  
  
  
  
 

[ ] 
  

[ ( )] 
  
  
  
  

[ ( )] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-学則-128-



  
  
  
  

 

 
[ ] 

  
[ ] 

  
  
  

[ ] 
  
  
  
  

[ ] 
  

[ ( )] 
  
  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-学則-129-



  
[ ( )] 

  
  
  
  

 

 
 
 
 
 

 

 

 
[ ] 

 
( ) 

 

 
( ) 

 

 
( ) 

 

 
( ) 

 

[ ] 
  

 

 

-学則-130-



 
[ ] 

( )  
( )  

[ ] 
  
  

 [ ] 
  

-学則-131-



-学則-132-



 
 

 
 

 
 

-学則-133-



-学則-134-



‐設置の趣旨（本文）‐1‐ 
 

南山大学大学院理工学研究科機械電子制御工学専攻博士後期課程の 
設置の趣旨等を記載した書類 

 
目次 

 
 

1．理工学研究科機械電子制御工学専攻博士後期課程設置の趣旨および必要性 ········ 3 

1.1 理工学研究科の沿革 

1.2 機械電子制御工学専攻博士後期課程設置の背景と必要性 

1.3 機械電子制御工学専攻博士後期課程の目的 

1.4 機械電子制御工学専攻博士後期課程で育成する人材像 

1.5 機械電子制御工学専攻博士後期課程の特色 

1.6 機械電子制御工学専攻博士後期課程のディプロマ・ポリシー 

2. 機械電子制御工学専攻博士後期課程の名称および学位の名称 ··················· 11 

3．教育課程の編成の考え方および特色 ········································· 12 

3.1 機械電子制御工学専攻博士後期課程における科目の編成の考え方と特色 

3.2 機械電子制御工学専攻博士後期課程の科目の編成の考え方とカリキュラム・ポリシー 

3.3 機械電子制御工学専攻博士後期課程の科目の編成 

4．教育方法、履修指導、研究指導の方法および修了要件 ························· 15 

4.1 教育方法、履修指導方法、研究指導の方法 

4.2 機械電子制御工学専攻博士後期課程の修了要件 

4.3 学位論文審査体制 

4.4 学位論文に係る評価 

4.5 学位論文審査体制、学位論文および学位論文に係る評価の基準の公表方法等につい

て 

4.6 研究の倫理審査体制 

5．基礎となる博士前期課程との関係 ··········································· 20 

6．「大学院設置基準」第 14 条による教育方法の実施 ···························· 20 

6.1 修業年限 

6.2 履修指導および研究指導の方法 

6.3 授業の実施方法 

6.4 教員の負担の程度 

6.5 図書館・情報処理施設等の利用方法や学生の厚生に対する配慮、必要な職員の配置 

7．入学者選抜の概要 ························································ 22 

7.1 機械電子制御工学専攻博士後期課程のアドミッション・ポリシー 

7.2 出願資格 

7.3 入学試験・審査形態および入学試験科目 

8．教育研究実施組織の編制の考え方および特色 ································· 25 

9．研究の実施についての考え方、体制、取り組み ······························· 26 



‐設置の趣旨（本文）‐2‐ 
 

9.1 研究の実施についての考え方 

9.2 研究活動の支援体制 

9.3 研究費の適切な支給 

9.4 研究室の整備、研究時間の確保、研究専念期間の保障等 

9.5 研究倫理、研究活動の不正防止に関する取り組み 

9.6 教員および学生における研究倫理確立のための機会等の提供 

10．施設・設備等の整備計画 ················································· 31 

11．管理運営 ······························································· 33 

12．自己点検・評価 ························································· 34 

13．認証評価 ······························································· 34 

14．情報の公表 ····························································· 35 

14.1 大学の教育研究上の目的に関すること 

14.2 教育研究上の基本組織に関すること 

14.3 教員組織、教員の数ならびに各教員が有する学位および業績に関すること 

14.4 入学者に関する受入れ方針および入学者の数、収容定員および在学する学生の数、卒

業または修了した者の数ならびに進学者数および就職者数その他進学および就職等

の状況に関すること 

14.5 授業科目、授業の方法および内容ならびに年間の授業の計画に関すること 

14.6 学修の成果に係る評価および卒業または修了の認定に当たっての基準に関すること 

14.7 校地・校舎等の施設および設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

14.8 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること 

14.9 大学が行う学生の修学、進路選択および心身の健康等に係る支援に関すること 

14.10 その他（教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識および能力に関する情報、学則

等各種規程、設置認可申請書、設置届出書、設置計画履行状況等報告書、自己点検・

評価報告書、認証評価の結果等） 

15．教育内容等の改善を図るための組織的な研修等 ······························ 36 

15.1 FD活動等 

15.2 SD活動 



-設置の趣旨（本文）-3- 

 

設置の趣旨等を記載した書類 

 

1. 理工学研究科機械電子制御工学専攻博士後期課程設置の趣旨および必要性 

1.1 理工学研究科の沿革 

南山大学がある中部地区における主要産業は工業であり、歴史的に技術者の需要が高

い。南山大学では、地域産業の需要に応えるために、2000 年 4 月に数理情報学部を、

2004 年 4 月に大学院数理情報研究科をそれぞれ設置し、理工系技術者の育成を行って

きた。設置後も、理工系技術者のための新しい教育方法を恒常的に模索し、継続的に教

育課程や組織を見直すことで、現在は理工学部および大学院理工学研究科を有するに至

っている。数理情報学部および数理情報研究科の設置から、現在の理工学部および理工

学研究科に至るまで、ともに 100％近い就職率を達成しており、就職先は地域主要産業

の製造業と情報通信業が 7割以上である。このことは、理工学部および理工学研究科の

教育課程が、地域の人材需要に応え続けてきたことの表れである。 

この間、理工学部と理工学研究科では改組や教育課程の再編成などを通じ、絶え間な

い変革を行ってきた。その理由は、工業製品がその開発に必要とされる技術とともに絶

えず変容していることにある。技術の変容に伴い、求められる人材も変容する。当然、

人材育成に適した教育環境もまた発展させる必要がある。特に、近年、工業製品は高度

に複雑化しており、一つの製品であっても、それを作製するのに必要な技術は多分野に

渡る。複数の技術を有機的に統合して製品がはじめて完成することから、研究科の教育

においても専攻間の相互補完性を強化し、学際的な内容を学ぶことができる体制を整え

ることが必要である。それを実現するために設置されたのが、2013 年度に発足した現

在の理工学研究科である。 

このたび、南山大学は大学院理工学研究科において機械電子制御工学専攻博士後期課

程を新設する。研究科ではその他、電子情報工学専攻博士前期課程、機械システム工学

専攻博士前期課程を新設し、データサイエンス専攻に博士後期課程を設置する。電子情

報工学専攻博士前期課程、機械システム工学専攻博士前期課程の新設は、既存の 2021

年 4 月に設置された理工学部電子情報工学科と機械システム工学科が完成年度を迎え

るため、より高度な教育と人材育成を行うために博士前期課程を設置することがねらい

である。データサイエンス専攻博士後期課程の設置は、既存の 2023 年 4 月に設置され

た理工学研究科データサイエンス専攻博士前期課程の完成年度に合わせて課程の変更

を行うためである。さらに、既存の機械電子制御工学専攻博士後期課程が教育を担って

きた特定製品開発支援技術を取り巻く環境の劇的な変化への対応が急務であることか

ら、新たに機械電子制御工学専攻博士後期課程を新設する。環境の劇的な変化とは、工

業製品に求められる機能の多様化に伴う特定製品開発支援技術の高度化・先鋭化や、特

定製品開発支援技術に関するイノベーション創出力に対する需要の増加を指す。このよ

うな変化に対応しイノベーションを創出できる人材を育成するために、電子情報工学専
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修および機械システム工学専修を備えた新しい機械電子制御工学専攻博士後期課程を

同時設置する。これらによって理工学研究科全体としての教育・研究体制を整えること

とした。 

 

1.2 機械電子制御工学専攻博士後期課程設置の背景と必要性 

① 開発工程支援技術と特定製品開発支援技術を取り巻く環境の変化 

理工学研究科では、開発工程支援技術と位置づける情報技術や数理技術、ならびに、

特定製品開発支援技術と位置づける機械工学や電子工学の有機的な統合を目指した教

育課程を編成してきた。 

開発工程支援技術とは、ソフトウェア工学やデータサイエンス分野の諸工学のように

適用範囲を特定の工業製品に限定せず、多種多様な工業製品について、その開発工程を

可視化、効率化、自動化するため等に利用される。一方、機械工学や電子工学のように

特定の製品や機能を実現するために発展してきた技術は特定製品開発支援技術と称す

ることができる。高度に複雑化する工業製品の開発では、製品の機械的・電子的な基本

機能は当然のこと、付加価値となる機能の組み込み、また、生産性や保守性・拡張性な

ども考慮する必要がある。すなわち、開発工程支援技術と特定製品開発支援技術を結び

つけられる能力を持つ人材が求められている。理工学研究科では、このような時代の要

請に応えることを趣旨とした教育を実践してきた。 

 

② 機械電子制御工学専攻博士後期課程設置の背景 

理工学研究科に、新たに機械電子制御工学専攻博士後期課程を設置しようとする背景

には、これまで既設の機械電子制御工学専攻博士後期課程が教育を担ってきた特定製品

開発支援技術を取り巻く環境の、以下で述べるような劇的な変化がある。第一に、工業

製品に求められる機能の多様化に伴う、特定製品開発支援技術の高度化・先鋭化が挙げ

られる。政府による「科学技術・イノベーション基本計画」＜資料 01＞では、我が国は

Society 5.0 の実現を通じて「一人ひとりが多様な幸せ（well-being）を実現できる」

未来社会を目指すとしている。自動車や家電など、人々の日々の生活に密接に関わる工

業製品ほど多様な機能が求められ、その開発に必要な技術は高度化・先鋭化が要求され

る。第二に、グローバルな競争力を高めるための、特定製品開発支援技術に関するイノ

ベーション創出力への要求の増大が挙げられる。経済産業省による「産業技術ビジョン

2020」＜資料 02＞では、世界的に見た我が国の現状として「イノベーション産業は米中

に大きく水を開けられた」と指摘した上で、中長期的な方向性として「イノベーション

力の強化」を第一に提言している。第三に、工業製品および特定製品開発支援技術に対

する、持続可能性に関する要求の増大が挙げられる。経済産業省による「産業技術ビジ

ョン 2020」＜資料 02＞では、持続可能な社会の実現に向けて持続可能性を高めるため

に、サーキュラーエコノミーの実現やエコシステムの形成を意識した活動が重要である
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と指摘している。 

これらの変化に対応するための、政府や経済界の動向について述べる。まず、政府に

よる「科学技術・イノベーション基本計画」＜資料 01＞では、Society 5.0 の実現のた

めには「サイバー空間とフィジカル空間の融合」が必要であり、そのためにはデータ活

用基盤の整備や通信インフラの改善など、情報通信関連技術のイノベーション推進が必

要であると述べられている。さらに、経済産業省による「産業技術ビジョン 2020」＜資

料 02＞では、人間の活動能力に飛躍的な拡張をもたらすキーテクノロジーとして、ロ

ボティクス、センシング、XR など機械電子制御工学分野の技術が第一に挙げられてい

る。それと同時に、イノベーション創出のためには教育・人材育成システムの更新が不

可欠であると提言している。政府による「成長戦略実行計画」＜資料 03＞では、教育機

関と協力してデジタル人材を育成し、行政機関や民間企業で積極的に採用・活用できる

環境を整備することが謳われている。さらに、政府による「統合イノベーション戦略2023」

＜資料 04＞においても、創造的で多様な人材の育成・教育の充実および博士号取得者

の社会での活躍の促進が謳われている。 

政府による「デジタル田園都市国家構想基本方針」＜資料 05＞では、デジタル社会の

推進に最低限必要な人数を 330 万人と推計し、現状の 100 万人に加えて 2026 年度末ま

でに新たに 230 万人のデジタル推進人材の育成が必要であるとしている。また、独立行

政法人情報処理推進機構社会基盤センターの「IT人材白書2020」＜資料06＞によれば、

2019 年度の IT 企業への調査から、IT 人材の“質”に対する不足感が「大幅に不足して

いる」と回答した従業員数 1,001 名以上企業の割合は 48.3%となり、前年度から 10.2 ポ

イント上昇している（＜資料 06＞図表 1-1-1）。IT 人材の“量”に対する過不足感につ

いても、2019 年度調査では従業員数 301 名以上の IT 企業の「大幅に不足している」の

回答の割合が上昇しており、特に 301 名以上 1,000 名以下の IT 企業では 9.3 ポイント

上昇している（＜資料 06＞図表 1-1-6）。 

先端 IT 従事者の機械電子制御工学分野の技術（IoT、AR/VR、ブロックチェーン、自

動運転、5G）に関する関心は、どの技術も「ある程度習得している」と「これから習得

する予定である」を合わせて 50％程度かそれ以上あり、高い関心が示されている。ま

た、先端 IT 従事者の「業務上必要な内容があれば、業務外（職場以外）でも習得する」

と回答した割合が 53.2％となっており、先端 IT 非従事者よりも技術習得意欲が 20％以

上高い。さらに、先端 IT 従事者のスキルアップの月当たり自己負担額は平均 12,780 円

であり先端 IT 非従事者の 3,920 円よりもかなり高い金額となっている（＜資料 06＞図

表 1-1-16、図表 1-1-17、図表 1-1-18）。これらのことは、機械電子制御工学分野の技術

について、IT 技術者を中心として社会人の学びなおし需要がかなり高いことを示して

いる。 

愛知県が策定した「あいち ICT 戦略プラン 2020」＜資料 07＞では、県が取り組むべ

き課題解決のために ICT スキルを持つ人材の育成が重要であることが記述されている。
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その一つの対応策として、東海産業競争力協議会からの「『Society 5.0』の実現に向け

た東海地域の産業競争力強化戦略（ポイント）」＜資料 08＞で言及されている「IT もの

づくりブリッジ人材」の育成が挙げられる。そこでは、ものづくりに係る課題解決・価

値創造のスキルと IT スキルの橋渡しを行える人材を「IT ものづくりブリッジ人材」と

定義し、その育成のための具体的方策が提案されている。そして、経済産業省中部経済

産業局による「IT ものづくりブリッジ人材(A タイプ)産学連携カリキュラム」＜資料 09

＞では、あらためて東海地域において IT 人材の確保が重要であることを指摘した上で、

「IT ものづくりブリッジ人材」の育成に関する取り組みを始めていることが報告され

ている。 

愛知県内において機械工学、制御工学、電子工学、情報工学を教育する大学院博士後

期課程はいくつかありそれらの入学定員は＜資料 10＞に示すとおりとなっているが、

これらの学問分野を総合的に取り扱い教育する大学院博士後期課程は量的にも質的に

も十分とは言い難い。一方で政府による「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行

計画 2023 改訂版」＜資料 11＞や「統合イノベーション戦略 2023」＜資料 04＞、「デジ

タル田園都市国家構想基本方針」＜資料 05＞において、官民連携による科学技術イノ

ベーションの推進に向けた人材育成が喫緊の課題として挙げられている。 

 

③ 機械電子制御工学専攻博士後期課程設置の必要性 

i) 特定製品開発支援技術を取り巻く環境の変化に対応できる人材像 

前項で述べた第一の変化に対応するためには、工業製品に対する多様な要求を適切に

理解し、より多くの機能を同時に実現する技術・手法を開発できる能力をもった人材が

必要である。そのためには、特定製品開発支援技術に関わる主たる学問分野である電子

情報工学と機械システム工学を合わせて機械電子制御工学という大きな一つの学問分

野として捉え、そこに共通する専門知識や原理を理解した人材を育成することが必要で

ある。第二の変化に対応するためには、特定製品開発支援技術に関する研究開発を先導

的に行える人材が必要である。そのためには、電子情報工学または機械システム工学の

専門知識と先進的な諸技術を併せ持ち、課題を自立して設定し解決できる人材を育成す

ることが必要である。そして、第三の変化に対応するためには、サーキュラーエコノミ

ーの実現やエコシステムの形成において主導的に活躍できる人材が必要である。特に、

工業製品および特定製品開発支援技術の製造・開発において、持続可能性を高めるこれ

らの活動を主導的に行うためには、他の多くの分野の技術者と相互理解し円滑な協働を

達成できる能力が必要である。すなわち、自らの専門分野に関する課題やその解決法を

論理的に表現でき、円滑な意思疎通を通して、他の技術者と相互理解し、協働を可能に

するコミュニケーション能力をもった人材を育成することが必要である。 

 

ii) 機械電子制御工学分野の教育・人材育成に関する社会的必要性 
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②の冒頭で述べた通り、特定製品開発支援技術を取り巻く環境には劇的な変化が起き

ている。まず、工業製品に求められる機能の多様化に伴う、特定製品開発支援技術の高

度化・先鋭化である。次に、グローバルな競争力を高めるための、特定製品開発支援技

術に関するイノベーション創出力への要求の増大である。最後に、工業製品および特定

製品開発支援技術に対する、持続可能性に関する要求の増大である。 

このような背景のもと、学術界や中部地区の企業に対して、機械電子制御工学分野に

おいて i)で述べた能力を備えた人材を供給することは、日本の研究水準の向上や産業

発展に貢献するとともに、中部地区ひいては我が国の研究開発能力の強化という社会的

な要請に十分に応えるものである。すなわち、南山大学大学院理工学研究科に機械電子

制御工学専攻博士後期課程を早急に設置する必要性が十分にあることを示している。 

 

④機械電子制御工学専攻博士後期課程の設置時期について 

2021 年 4 月に設置された理工学部電子情報工学科と機械システム工学科の完成に合

わせて、2025 年 4 月に理工学研究科電子情報工学専攻博士前期課程と機械システム工

学専攻博士前期課程を新設する計画である。これらの専攻は、同じく 2025 年 4 月に新

設する機械電子制御工学専攻博士後期課程の基礎となる専攻であると同時に、修士論文

研究などを通じて、新たな価値を持つ手法や技術を開発する能力や多様な技術を組み合

わせる能力を涵養するための専門性を高めた教育を行う計画である。一方で、政府によ

る「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2023 改訂版」＜資料 11＞や「統

合イノベーション戦略 2023」＜資料 04＞、「デジタル田園都市国家構想基本方針」＜資

料 05＞で述べられているとおり、科学技術イノベーションの推進に向けた研究者や高

度な専門技術者の育成は、我が国における喫緊の課題である。より高度な教育、すなわ

ち機械電子制御工学分野の新たな技術を開発する能力と開発した研究成果を組み合わ

せて実問題に広く展開できる問題解決力を涵養する教育を早急に開始するため、基礎と

なる電子情報工学専攻博士前期課程と機械システム工学専攻博士前期課程の完成を待

たずに、機械電子制御工学専攻博士後期課程を同時設置する。 

 

＜資料 01＞ 科学技術・イノベーション基本計画（令和 3 年 3 月 26 日 閣議決定） 

＜資料 02＞ 産業技術ビジョン 2020（2020 年 5 月 29 日 経済産業省） 

＜資料 03＞ 成長戦略実行計画（令和 3 年 6 月 18 日 閣議決定） 

＜資料 04＞ 統合イノベーション戦略 2023（令和 5 年 6 月 9 日 閣議決定） 

＜資料 05＞ デジタル田園都市国家構想基本方針（令和 4 年 6 月 7 日 閣議決定） 

＜資料 06＞ IT 人材白書 2020（2020 年 8 月 31 日 独立行政法人情報処理推進機構社

会基盤センター） 

＜資料 07＞ あいち ICT 戦略プラン 2020（2020 年 3 月一部改正 愛知県） 

＜資料 08＞ 「Society 5.0」の実現に向けた東海地域の産業競争力強化戦略（ポイン
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ト）（2019 年 5 月 東海産業競争力協議会） 

＜資料 09＞ 「IT ものづくりブリッジ人材(A タイプ)」産学連携カリキュラム（令和

2 年 5 月 中部経済産業局） 

＜資料 10＞ 類似する近隣等の大学院・研究科・専攻における入学定員（2023 年度） 

＜資料 11＞ 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2023 改訂版（令和 5 年

6 月 16 日 閣議決定） 

 

1.3 機械電子制御工学専攻博士後期課程の目的 

機械電子制御工学専攻博士後期課程では、先導的な研究および教育を行うために、機

械電子制御工学の専門知識を修得させるとともに、電子情報工学専修と機械システム工

学専修を置き、学生に次のような能力を修得させる。 

電子情報工学専修においては、機械電子制御工学の専門知識に加えて、組込みシステ

ム工学、ワイヤレスネットワーク工学、ネットワークセキュリティといった電子工学お

よび情報工学の専門知識と先進的な諸技術を併せ持ち、これらを活用して当該分野の課

題を自立して設定し解決する能力を修得させる。 

機械システム工学専修においては、機械電子制御工学の専門知識に加えて、非線形制

御、ハイブリッド制御、最適化設計といった制御工学および機械工学の専門知識と先進

的な諸技術を併せ持ち、これらを活用して当該分野の課題を自立して設定し解決する能

力を修得させる。さらに、いずれの専修においても、自らの専門分野に関する課題やそ

の解決法を論理的に表現し、他の技術者との相互理解や円滑な意思疎通を通して協働を

可能にするコミュニケーション能力を修得させる。 

 

1.4 機械電子制御工学専攻博士後期課程で育成する人材像 

機械電子制御工学分野の高度技術人材に対する社会的要請を踏まえ、理工学研究科機

械電子制御工学専攻博士後期課程で育成する人材像を次の通り定める。 

① 機械電子制御工学分野を先導できる研究者 

機械電子制御工学の専門知識に加えて、電子情報工学あるいは機械システム工学の専

門知識と先進的な諸技術を併せ持ち、これらを活用する能力と、電子情報工学または機

械システム工学に関する分野の課題を自立して設定し解決する能力を生かして、機械電

子制御工学分野の研究において先導的役割を果たすことができる人材を育成する。 

② 機械電子制御工学分野において他の技術者と円滑に協働できる高度な専門技術者 

機械電子制御工学の専門知識に加えて、電子情報工学あるいは機械システム工学の専

門知識と先進的な諸技術を併せ持ち、これらを活用する能力と、自らの専門分野に関す

る課題やその解決法を論理的に表現し、他の技術者との相互理解や円滑な意思疎通を通

して協働を可能にするコミュニケーション能力を生かして、機械電子制御工学分野の研

究開発において他のさまざまな分野の技術者と円滑に協働できる人材を育成する。 
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本専攻で育成する人材像と前節で述べた設置の目的との関係を「機械電子制御工学専

攻博士後期課程で養成する人材の能力を示した関係図」＜資料 12＞に示す。本専攻で

育成する人材は、電子情報工学分野または機械システム工学分野において、課題を自立

して設定し解決する能力や、課題およびその解決法を論理的に表現する能力をもつ。そ

の結果、分野を先導でき、他の技術者とも円滑に協働できる人材となる。 

 

＜資料 12＞ 機械電子制御工学専攻博士後期課程で養成する人材の能力を示した関係

図 

 

1.5 機械電子制御工学専攻博士後期課程の特色 

①特定製品開発支援技術としての高度な機械電子制御工学の教育 

工業製品に求められる機能の多様化に伴う、特定製品開発支援技術の高度化・先鋭化

に対応できる人材を育成するために、本専攻では、特定製品開発支援技術に関わる主た

る学問分野である電子情報工学と機械システム工学を合わせて機械電子制御工学とい

う大きな一つの学問分野として捉える。そして、そこに共通する、製品の機能性、信頼

性、安全性を高いレベルで達成するための専門知識や原理を教育する。これにより、工

業製品に対する多様な要求を適切に理解し、信頼性や安全性を維持しつつより多くの機

能を同時に実現する技術・手法を開発できる能力を涵養する。 

 

②電子情報工学専修と機械システム工学専修の設置 

特定製品開発支援技術に関するイノベーション創出力をもち、我が国のグローバルな

競争力の向上に貢献できる人材を育成するために、本専攻では、電子情報工学専修と機

械システム工学専修を設置し、それぞれの分野に特化した高度な専門知識ならびに先進

的な諸技術を教育する。そして、博士論文のための研究では、それらの専門知識や先進

的技術を踏まえて、自立して課題を設定しその解決手法を提案・開発させる。これによ

り、大学などの高等教育機関における研究者や教員として、あるいは企業などの研究開

発部門における研究者や高度な専門技術者として、特定製品開発支援技術に関する研究

開発を先導的に行える能力を涵養する。 

 

③他研究者と円滑に協働できる能力を身につけさせる研究指導体制 

持続可能な社会の実現に向けて、持続可能性をもった工業製品および特定製品開発支

援技術の研究開発に貢献できる人材を育成するために、本専攻では、自らの専門分野に

関する課題やその解決法を論理的に表現でき、円滑な意思疎通を通して、他の技術者と

相互理解し、協働を可能にするコミュニケーション能力を身につける教育を行う。国内

外で開かれるさまざまな学会での研究発表や、学外の教員・研究者を含む審査員に対す

るプレゼンテーションや議論を通して、この能力を身につけさせる。これにより、持続
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可能性の達成において重要とされるサーキュラーエコノミーの実現やエコシステムの

形成において、主導的に活躍できる能力を涵養する。 

 

1.6 機械電子制御工学専攻博士後期課程のディプロマ・ポリシー 

以上の特色を踏まえて、理工学研究科機械電子制御工学専攻博士後期課程のディプロ

マ・ポリシーを次のように定める。 

<機械電子制御工学専攻博士後期課程のディプロマ・ポリシー> 

機械電子制御工学専攻博士後期課程電子情報工学専修では、「人間の尊厳のために」

（Hominis Dignitati）という教育モットーを電子情報工学分野において実践し、以下

の能力を身につけた者に博士（電子情報工学）の学位を授与します。 

① 機械電子制御工学の専門知識に加えて電子工学および情報工学の専門知識と先進

的な諸技術を併せ持ち、これらを活用する能力。 

② 電子情報工学に関する分野の課題を自立して設定し解決する能力。 

③ 自らの専門分野に関する課題やその解決法を論理的に表現でき、円滑な意思疎通を

通して、他の技術者と相互理解し、協働を可能にするコミュニケーション能力。 

 

機械電子制御工学専攻博士後期課程機械システム工学専修では、「人間の尊厳のために」

（Hominis Dignitati）という教育モットーを機械システム工学分野において実践し、

以下の能力を身につけた者に博士（機械システム工学）の学位を授与します。 

① 機械電子制御工学の専門知識に加えて制御工学および機械工学の専門知識と先進

的な諸技術を併せ持ち、これらを活用する能力。 

② 機械システム工学に関する分野の課題を自立して設定し解決する能力。 

③ 自らの専門分野に関する課題やその解決法を論理的に表現でき、円滑な意思疎通を

通して、他の技術者と相互理解し、協働を可能にするコミュニケーション能力。 

 

機械電子制御工学専攻博士後期課程では、先導的な研究および教育を行うために、機

械電子制御工学の専門知識を修得させるとともに、電子情報工学専修と機械システム工

学専修を置き、それぞれの専修の先進的な諸技術を教育する。電子情報工学専修では、

組込みシステム工学、ワイヤレスネットワーク工学、ネットワークセキュリティなど、

電子工学および情報工学の専門的な諸技術を教育する。機械システム工学専修では、非

線形制御、ハイブリッド制御、最適化設計など、制御工学および機械工学の専門的な諸

技術を教育する。以上により、電子情報工学または機械システム工学に関する課題を自

立して設定および解決でき、電子情報工学または機械システム工学の研究において先導

的役割を果たす研究者や高度な専門技術者を育成する。 

機械電子制御工学専攻博士後期課程を修了した者の進路として、大学などの高等教育

機関における研究者や教員、企業などの研究開発部門における研究者が想定される。さ

らに、電子情報工学専修を修了した者は、電機・電子部品や自動車などの製造業や情報

通信システム事業において、電子通信機器、通信ネットワーク、情報システムなどの開
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発、管理を行う高度な専門技術者として貢献することが期待される。また、機械システ

ム工学専修を修了した者は、自動車、航空機、ロボット、工作機械などを製造する企業

において、機械システムの設計、開発を行う高度な専門技術者として貢献することが期

待される。 

 

2. 機械電子制御工学専攻博士後期課程の名称および学位の名称 

本専攻では、中部地区の産業を支える特定製品開発支援技術のバックグラウンドであ

る機械工学、電子工学、制御工学、通信工学等を総合的に機械電子制御工学という一つ

の学問分野として捉えた上で、これを教授する。さらに、機械電子制御工学を電子情報

工学と機械システム工学という二つの副分野から成るものとして捉え、それぞれに特化

した高度な教育を行うために電子情報工学専修と機械システム工学専修という二つの

専修を置いた上でこれらを教授し、ディプロマ・ポリシーに掲げた 3 つの能力を涵養す

る。そのため以下の専攻名称と学位名称を採用する。 

 

理工学研究科 機械電子制御工学専攻 

英訳名称：Graduate Program of Mechatronics 

 

専修名称 電子情報工学専修 

英訳名称：Major in Electronics and Communication Technology 

学位名称 博士（電子情報工学） 

英訳名称：Doctor of Philosophy in Electronics and Communication Engineering 

 

専修名称 機械システム工学専修 

英訳名称：Major in Mechanical Engineering and System Control 

学位名称 博士（機械システム工学） 

英訳名称：Doctor of Philosophy in Control Engineering 

 

電子情報工学専修の学位名称においては、情報通信を核に電子工学と情報工学を電子

情報工学と捉える本専修の特色および学位名称の国際的通用性を考慮して、上記の英訳

名称を採用する。同様に、機械システム工学専修の学位名称においては、制御工学およ

び機械工学を基盤とし、数学に基づくモデル化手法とモデルに基づいて機械を制御する

技術群を機械システム工学と捉える本専修の特色および学位名称の国際的通用性を考

慮して、上記の英訳名称を採用する。 
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3. 教育課程の編成の考え方および特色 

3.1 機械電子制御工学専攻博士後期課程における科目の編成の考え方と特色 

理工学研究科機械電子制御工学専攻博士後期課程では、ディプロマ・ポリシーに示す

能力を養成するために、機械電子制御工学に関する共通科目、専門科目、研究指導科目

から成る教育課程を編成する。 

共通科目では、機械電子制御工学における専門知識を身につけさせる。専門科目では、

電子情報工学や機械システム工学の専門知識と先進的な諸技術を身につけさせる。研究

指導科目では、共通科目や専門科目で得た専門知識や先進的な諸技術をふまえて、専門

分野におけるさまざまな課題の調査・分析を経て自ら研究課題の設定を行い、その解決

を目指すという活動を通して、課題を自立して設定し解決できる能力や、他の技術者と

相互理解し協働を可能にするコミュニケーション能力を身につけさせる。 

ディプロマ・ポリシーに示す能力を醸成しているかとの観点から、機械電子制御工学

の専門知識と先進的な諸技術を併せ持ち、これらを活用して機械電子制御工学に関する

分野の課題を自立して設定し解決する能力と、課題やその解決法を論理的に表現でき、

他の技術者との相互理解や協働を可能にするコミュニケーション能力を中心に評価す

る。 

 

3.2 機械電子制御工学専攻博士後期課程の科目の編成の考え方とカリキュラム・ポリ

シー 

前節で説明した考え方および特色を踏まえ、機械電子制御工学専攻博士後期課程のカ

リキュラム・ポリシーを次のように定める。 

<機械電子制御工学専攻博士後期課程のカリキュラム・ポリシー> 

機械電子制御工学専攻博士後期課程では、ディプロマ・ポリシーに掲げる能力を養成す

るために、共通科目、専門科目、研究指導科目からなる科目を配置し、以下の考えに基

づく教育課程を編成しています。 

① 共通科目では、機械電子制御工学の専門知識を教育します。 

② 電子情報工学専修の専門科目では、電子工学および情報工学の専門知識と先進的な

諸技術を教育します。機械システム工学専修の専門科目では、制御工学および機械

工学の専門知識と先進的な諸技術を教育します。 

③ 研究指導科目では、電子情報工学または機械システム工学に関する分野の課題に取

り組み、課題を自立して設定および解決する能力を育てます。また、自らの専門分

野に関する課題やその解決法を論理的に表現でき、円滑な意思疎通を通して、他の

技術者と相互理解し、協働を可能にするコミュニケーション能力を育てます。 

④ 学修成果の評価は、授業科目ごとに定める到達目標および評価基準に応じ、試験や

レポートなどを通して達成度に基づき行います。 
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ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーとの関係図およびカリキュラムマップ

を＜資料 13＞＜資料 14＞に示す。 

 

＜資料 13＞ 理工学研究科機械電子制御工学専攻博士後期課程のディプロマ・ポリシ

ーとカリキュラム・ポリシー（科目群）の対応関係図 

＜資料 14＞ 理工学研究科機械電子制御工学専攻博士後期課程 カリキュラムマップ 

 

3.3 機械電子制御工学専攻博士後期課程の科目の編成 

① 科目編成 

このカリキュラム・ポリシーに基づいて、具体的には、以下の科目編成を行う。 

機械電子制御工学専攻博士後期課程では、ディプロマ・ポリシーに挙げる 3 つの能力

を涵養するための教育課程を編成する。括弧内の数字は単位数と開講学年およびクォー

ターである。 

・共通科目 

機械電子制御工学後期特論(電子系)(2) <1 年 Q1> 

機械電子制御工学後期特論(機械系)(2) <1 年 Q2> 

・専門科目 

電子情報工学後期特論(2) <1 年 Q3> 

機械システム工学後期特論(2) <1 年 Q4> 

・研究指導科目 

後期特別研究 IA(1) <1 年 Q1> 

後期特別研究 IB(1) <1 年 Q2> 

後期特別研究 IC(1) <1 年 Q3> 

後期特別研究 ID(1) <1 年 Q4> 

後期特別研究 IIA(1) <2 年 Q1> 

後期特別研究 IIB(1) <2 年 Q2> 

後期特別研究 IIC(1) <2 年 Q3> 

後期特別研究 IID(1) <2 年 Q4> 

後期特別研究 III(1) <3 年 Q1> 

後期特別研究 IV(1) <3 年 Q2> 

後期特別研究 V(1) <3 年 Q3> 

後期特別研究 VI(1) <3 年 Q4> 

 

② 共通科目 

共通科目では、機械電子制御工学における専門知識を講義することで、それを電子情

報工学または機械システム工学における専門知識や先進的な諸技術と併せ活用できる
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能力を身につけさせる。 

「機械電子制御工学後期特論(電子系)」では、ミックスドクリティカルシステムの実

現技術についてハードウェアおよびソフトウェアアーキテクチャの観点から講義する。

高信頼性と高機能をひとつのコンピュータシステムで実現する際の満たすべき性質や

実現の課題について理解を深める。「機械電子制御工学後期特論（機械系）」では、サイ

バーフィジカルシステムにおいて近年問題となっている安全性とセキュリティについ

てシステム理論の観点から講義する。安全性を保障する制御器設計のための様々なアプ

ローチや、セキュリティをインフォメーションフローに対するハイパープロパティとみ

なすアプローチについて理解を深める。 

共通科目は、ディプロマ・ポリシーのうち特に①の能力を醸成する。 

 

③ 専門科目 

専門科目では、電子情報工学や機械システム工学の専門知識と先進的な諸技術を講義

することで、これらの分野における課題を自立して設定し解決できる能力を身につけさ

せる。 

「電子情報工学後期特論」では、情報通信システムの高信頼化に寄与する最新の理論

と手法について講義する。非標準論理の意義・性質・応用や、ワイヤレスアクセスの高

信頼化のための推定・予測技術を用いたアプローチについて理解を深める。「機械シス

テム工学後期特論」では、適応制御や学習制御について講義する。安定論の発展的手法

である受動性・強正実性に基づいたパラメータ調整則の設計、および逐次最小二乗法と

忘却係数を用いたオンライン同定法について理解を深める。 

専門科目は、ディプロマ・ポリシーのうち特に①と②の能力を醸成する。 

 

④ 研究指導科目 

研究指導科目では、「後期特別研究 IA」から「後期特別研究 VI」までの演習の中で、

電子情報工学分野または機械システム工学分野の課題を自ら設定し、問題解決のための

手法・技術の開発に取り組み博士論文を作成する。その過程では、まず、各自の研究を

進めるうえで必要な理論と手法の整理と共に研究分野に関する既存技術や課題の調査

を行う。また、情報倫理を含む技術者倫理について学ぶ。続いて、指導教員による指導

のもと、博士論文として取り組む課題を自ら設定する。設定した課題の解決のために必

要な手法および技術統合について考察するとともに、博士論文作成に向けた研究計画の

立案をおこなう。実践における課題やその解決策を考察したのちに開発した手法や技術

の評価、検証を行う。並行して、副指導教員に対して、自身の研究の目的や現状の技術

的課題の説明およびそれらに関する議論を随時行うことで、他の技術者と相互理解し、

協働を可能にするコミュニケーション能力を醸成する。 

研究指導科目は、ディプロマ・ポリシーの①～③すべての能力を醸成する。 
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4．教育方法、履修指導、研究指導の方法および修了要件 

4.1 教育方法、履修指導方法、研究指導の方法 

① 入学から修了までの指導プロセス 

機械電子制御工学専攻博士後期課程では、専攻の教育課程の編成の考え方に従い、共

通科目、専門科目、研究指導科目によって専攻の専門的な内容を教育する。共通科目で

は、機械電子制御工学における専門知識を講義することで、それを電子情報工学または

機械システム工学における専門知識や先進的な諸技術と併せ活用できる能力を身につ

けさせる。専門科目では、電子情報工学や機械システム工学の専門知識と先進的な諸技

術を講義することで、これらの分野における課題を自立して設定し解決できる能力を身

につけさせる。これらの科目は主として 1 年生から 2 年生までに受講することが推奨さ

れる。研究指導科目では、1年次前半では各自の研究を進めるうえで必要な理論と手法

の整理と共に研究分野に関する既存技術や課題の調査を行う。また、自立して研究を進

めていける人材となるための基本リテラシーとして、情報倫理を含む技術者倫理につい

て学ぶ。1年次後半には、指導教員による指導のもと、博士論文として取り組む課題を

自ら設定する。2年次には、設定した課題の解決のために必要な手法および技術統合に

ついて考察する。さらに、博士論文作成に向けた研究計画も立案し、その課題・解決法

を自らの言葉で説明する。3年次には、設定した課題解決のための手法・技術の開発に

取り組む。実践における課題やその解決策を考察したのちに開発した手法や技術の評価、

検証を行う。 

以上のプロセスにより、機械電子制御工学の専門知識と先進的な諸技術を併せ持ち、

これらを活用して機械電子制御工学に関する分野の課題を自立して設定し解決する能

力と、課題やその解決法を論理的に表現でき、他の技術者との相互理解や協働を可能に

するコミュニケーション能力を養成し、博士論文として成果をまとめることで、ディプ

ロマ・ポリシーに示す能力を備えた人材を育成する。 

 

② 履修指導の方法と研究指導の方法 

理工学研究科委員会は、学生の入学後すみやかに専修、指導教員、副指導教員を決定

する。専修および指導教員は、出願時の学生の希望にもとづいて決定する。副指導教員

は、原則 1名とし、指導教員の専門分野と学生の希望を考慮して決定する。副指導教員

を設ける目的は、指導教員と協力して研究指導を進めることによって複数の教員による

多面的な視点から学生の研究指導を充実させることである。指導教員は、学生が研究を

行おうとする研究テーマを踏まえて、適切な科目を選択するよう指導し、研究科での研

究の基盤となる専門的知識や深い学識を身につけさせる。研究指導は、指導教員が副指

導教員と協力して行う。研究指導では、博士論文執筆に向けて、学生の研究の進捗状況

に対応して、随時個別に助言を与えながら、先行研究および関連する研究の適切な理解、
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新たな手法・技術の開発の方法論、論文構成法、研究発表の方法等を含めて指導する。

さらに、副指導教員に対して、自身の研究の目的や現状の技術的課題の説明およびそれ

らに関する議論を随時行うことで、他の技術者と相互理解し、協働を可能にするコミュ

ニケーション能力を醸成する。また、投稿する学術論文の執筆や国際会議の研究発表な

どについても適切な助言を与える。 

 

③ 指導体制 

 研究指導科目においては、学生が決定した研究テーマでの博士論文の作成を目指して、

指導教員と副指導教員が協力して研究指導を行う一方で、その他の科目においては、各

科目の担当教員が、博士論文の作成に資するべく、講義を行う。 

 

④ 履修指導・研究指導の具体的な手順・方法（修了までのスケジュール） 

1 年次 Q1,Q2 

・ 指導教員と副指導教員の決定：理工学研究科委員会は、学生の入学後すみやかに専

修、指導教員、副指導教員を決定する。専修および指導教員は、出願時の学生の希

望にもとづいて決定する。副指導教員は、指導教員の専門分野と学生の希望を考慮

して決定する。 

・ 1 年次生全員を対象としたオリエンテーションの開催。 

・ 学生に対し、履修すべき科目を指導する。 

・ 3 年間の研究指導計画を作成し、博士論文執筆に向けて研究指導を開始する。各自

の研究を進めるうえで必要な理論と手法の整理と共に研究分野に関する既存技術

や課題の調査、情報倫理を含む技術者倫理について指導を行う。 

1 年次 Q3,Q4 

・ 博士論文作成のための課題設定：副指導教員と協力して課題設定に向けての指導を

行う。研究課題についての調査と解決策の考察について指導する。 

・ 博士論文として取り組む研究分野の手法と技術、設定した課題について指導する。 

2 年次 Q1,Q2 

・ 手法と技術統合の検討：設定した課題の解決のために必要な手法および技術統合に

ついて指導を行う。 

2 年次 Q3,Q4 

・ 手法の開発と計画の立案：研究課題に沿って新たな手法・技術を開発する方法につ

いて指導を行う。博士論文作成に向けた研究計画も立案し、その課題・解決法を自

らの言葉で説明できるよう指導する。 

3 年次 Q1,Q2 

・ 研究課題に沿った問題解決のための技術の開発や実践における課題、その解決策に

ついて指導する。また、論文全体の構成を検討し、中間審査に向けて指導を行う。 
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・ 学位論文計画書の執筆を指導する。 

・ 学位論文計画書等の提出：指導教員の承認を得て学位論文計画書等（論文の主題と

その研究計画書）を提出させる。学位論文計画書等は研究審査委員会の承認を受け

なければならない。 

・ 研究科委員会は学位論文計画書の内容を確認し、学位審査委員会の委員選出につい

て審議する。 

3 年次 Q3 

・ 中間審査：学位審査委員会にて中間審査を実施する。中間審査実施後に主査から研

究科委員会に提出された博士論文中間審査報告書をもとに、合否を決定する。 

3 年次 Q4 

・ 開発した課題解決の手法や技術の評価、検証について指導を行う。また、博士論文

の完成、最終審査に向けて、問題意識、論理構成、結論の整合性・妥当性について

検討し、指導する。 

・ 博士学位論文提出資格審査願い等の執筆を指導する。 

・ 博士学位論文提出資格審査願いを提出させる。 

・ 博士論文の提出：博士論文を提出させる。 

・ 学位審査委員会による博士論文の審査と最終試験を経て学位が授与される。 

なお、理工学研究科では 9月入学を実施しており、機械電子制御工学専攻博士後期課程

でも同様に 9 月入学を実施する。以上①，②，③，④についても 4月入学生と同様とす

る。 

 

＜資料 15＞ 理工学研究科機械電子制御工学専攻博士後期課程における修了までのス

ケジュール表 

 

4.2 機械電子制御工学専攻博士後期課程の修了要件 

以下の 5 つの内容を修了要件とする。 

ア）共通科目から 4 単位を修得しなくてはならない。 

イ）電子情報工学専修の場合は「電子情報工学後期特論」を、機械システム工学専修の

場合は「機械システム工学後期特論」を修得しなくてはならない。 

ウ）ア）の 4 単位とイ）の 2 単位を含めて、理工学研究科博士後期課程の科目（研究指

導科目を除く）から 8単位以上を修得しなければならない。 

エ）研究指導科目から 12 単位を修得しなければならない。 

オ）計 20 単位以上を修得し、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査および最終

試験に合格しなければならない。 

 

＜資料 16＞ 履修モデル 
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4.3 学位論文審査体制 

以下のような体制で学位論文の審査を行い、審査の厳格性および透明性を確保する。 

① 学位審査委員会を構成して学位論文の中間審査を行う。学位審査委員会は、修了年

度の第 2 クォーター(9 月入学の場合は第 4 クォーター)に研究科委員会において選

出された本学または他の大学院､研究所等の研究指導を担当できる教育職員 3 名以

上の学位審査委員をもって組織する。学位審査委員会の主査は指導教員および副指

導教員以外から選び、また、原則として 1 名以上の学外の当該分野の専門家が学位

審査委員会のメンバーとなる。中間審査実施後に主査から研究科委員会に提出され

た博士論文中間審査報告書をもとに、研究目的と研究成果を明確に主張できたか、

先行研究との比較などから研究成果の学術的意義を適切に主張できたか、発表が適

切な形式で行われたか、予稿作成を含む発表準備が適切であったか、などの観点か

ら合否を決定する。最終試験は、論文審査の終了後、口頭で行う。ただし、筆答試

問を併せて行うことがある。学位審査委員会は博士論文の審査および最終試験の結

果を研究科委員会に報告する。研究科委員会は、学位審査委員会からの審査結果報

告ならびに当該学生の単位取得状況により、博士の学位の授与について可否を判定

する。中間審査および最終審査は公開で行い、透明性と公平性を保障する。論文審

査の可否の原案は学位審査委員会が作成し、研究科委員会で可否を決定する。 

② 学位審査を通過し、学位を授与した博士論文については、当該博士の学位の授与に

係る論文の内容の要旨および論文審査の結果の要旨をインターネットの利用によ

り公表する。 

 

4.4 学位論文に係る評価 

博士論文は、専攻分野について研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の

研究能力およびその基礎となる豊かな学識を証示するに足るものをもって合格とする。

その判断基準は以下のとおりである。 

①博士論文に要求される内容と水準 

（ア）研究テーマが専攻分野との関連で適切なものであり、学術的、産業的意義を 

有している。 

（イ）新規性、独創性が認められる。 

（ウ）理論的または実証的研究の十分な成果を含んでいる。 

（エ）先行研究が適切に参照され、研究の位置付けが明確である。 

（オ）論文の体系性（全体としての主題を有すること）が認められる。 

（カ）専攻分野の高度の研究能力または業務遂行に必要な専門性を示している。 

②博士論文に要求されるその他の要件 

（ア）査読付きの学術論文 2 編以上が学術論文誌、学術会議の論文集に掲載済み、あ
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るいは掲載予定であること。ただし、少なくとも 1 編は学術論文誌への掲載であるこ

と。 

（イ）国際会議での研究発表の経験があること。ただし、(ア)の少なくとも 1編が英文

（または日本語以外の言語）での記述である場合はこれを課さない。 

（ウ）少なくとも 1 編以上の学術論文が博士課程での研究成果をまとめたものである

こと（課程博士の場合）。 

 

4.5 学位論文審査体制、学位論文および学位論文に係る評価の基準の公表方法等につ

いて 

学位論文審査体制は、南山大学学位規程＜資料 17＞として公表している。学位審査

委員会は、博士学位論文に要求される内容と水準に合致するかを最終試験の結果も踏ま

えて総合的に判断し、その結果を研究科委員会に報告する。研究科委員会は、学位を授

与するか否かを審議し、その判定を学長に報告する。学長は、学位を授与すべき者には

学位を授与し、学位を授与できない者にはその旨を通知する。 

学位論文はインターネットの利用により公開される。上記 4.4 で示した学位論文に係

る評価の基準は理工学研究科委員会にて審議承認されており、南山大学公式 Web ページ

および履修要項の一部として公表している。 

 

＜資料 17＞ 南山大学学位規程（抜粋） 

 

4.6 研究の倫理審査体制 

 まず、学生は入学時にコンプライアンス教育として研究倫理教育に関するe-learning

教材を受講する。研究指導科目の後期特別研究 IA では、研究倫理についての指導がな

される。 

そのうえで、博士論文の倫理的な審査は、南山大学で設置されている研究審査委員会

で行う。提出されるすべての学位論文は、論文計画書作成段階で研究科の外部に設置さ

れる全学的組織である研究審査委員会において、社会通念上の規範に基づき科学的合理

性および倫理的妥当性を判定している。研究審査委員会は学生が提出した学位論文計画

書に基づき研究倫理審査の要否を判断する。人を対象とする研究の場合には倫理審査が

必要となる。倫理審査が必要と判断された場合には、学生は指導教員を通じて倫理審査

申請書を提出する。研究審査委員会はこれに基づいて審査を実施し、研究審査委員会で

の承認後、研究調査を実施する。研究審査委員会は、原則毎月１回開催しているが、論

文計画書のみを審議するための委員会を別途７月に開催している。 

 

＜資料 18＞ 南山大学研究活動上の行動規範 

＜資料 19＞ 南山大学研究審査規程 



-設置の趣旨（本文）-20- 

 

＜資料 20＞ 南山大学「人を対象とする研究」倫理ガイドライン 

 

5．基礎となる博士前期課程との関係 

理工学研究科機械電子制御工学専攻博士後期課程は、本学理工学研究科電子情報工学

専攻博士前期課程と機械システム工学専攻博士前期課程を基礎とする（＜資料 21＞参

照）。理工学部と理工学研究科は別個・独立であるためこれらのカリキュラムも独立し

たものであるが、理工学部電子情報工学科および機械システム工学科においても、電子

情報工学や機械システム工学を多様な要素技術から構成される特定製品開発支援型工

学として位置づけ、副専攻制のもと講義や演習、卒業研究を通して技術適用能力、技術

統合能力、技術創造能力を涵養する教育を行っている。理工学研究科電子情報工学専攻

博士前期課程（2025 年 4 月開設予定）および機械システム工学専攻博士前期課程（2025

年 4 月開設予定）においては、学科教育を基礎にして、修士論文研究などを通じて、自

ら問題を設定して解決していく中で、新たな価値を持つ手法や技術を開発する能力や多

様な技術を組み合わせる能力を涵養するための専門性を高めた教育を行う計画である。

これらを踏まえて、機械電子制御工学専攻博士後期課程は、機械電子制御工学分野の新

たな技術を開発する能力と開発した研究成果を組み合わせて実問題に広く展開できる

問題解決力を涵養する教育を行う。政府による「新しい資本主義のグランドデザイン及

び実行計画 2023 改訂版」＜資料 11＞等で述べられているとおり、科学技術イノベーシ

ョンの推進に向けた研究者や高度な専門技術者の育成が我が国における喫緊の課題で

あることから、機械電子制御工学専攻博士後期課程は、基礎となる電子情報工学専攻博

士前期課程と機械システム工学専攻博士前期課程の完成を待たずに同時設置する。 

 

＜資料 21＞ 理工学研究科電子情報工学専攻博士前期課程、理工学研究科機械システ

ム工学専攻博士前期課程、理工学研究科機械電子制御工学専攻博士後期

課程との関係図 

 

6．「大学院設置基準」第 14 条による教育方法の実施 

産業構造の変化に伴う技術の変容に対して柔軟に対処できる技術者を確保すること

は、産業界にとって急務である。機械電子制御工学専攻博士後期課程ではこれまでの理

工学研究科での社会人教育を続け、開発に従事する技術者に就学の機会を与えることで、

産業界からの要請に応える。とくに、理工学研究科が重視する理学の方法論を学ばせる

ことで、産業の現場で培った技術の整理・再定義をする能力を涵養し、高機能の製品開

発や高付加価値化に貢献するだけでなく、新しい技術を提案することで産業界を牽引す

る人材を育成する。先に述べたように、東海地域や愛知県において IT 関連の専門人材

の不足が深刻化しており、特に IoT やロボティクスを活用して課題解決・価値創造でき

る人材の育成が求められていることから、社会人学生にとって必要とされる分野である
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と言える。 

以上の通り、産業界からの要請に応え、職業を有する社会人学生の履修上の便宜を図

るために、大学院設置基準第 14 条に規定する教育方法の特例の規程を適用する。 

 

6.1 修業年限 

理工学研究科の博士後期課程の標準修業年限は 3年以上を原則とするが、社会人学生

については、各自の実情に応じて柔軟に考える。とくに優れた業績を上げた学生につい

ては、1 年以上在学すれば足りるものとする。 

 

6.2 履修指導および研究指導の方法 

機械電子制御工学の専門知識と先進的な諸技術を併せ持ち、これらを活用して機械電

子制御工学に関する分野の課題を自立して設定し解決する能力を涵養するために、きめ

細かい科目履修ガイダンスおよび研究指導を 1 年次から所属する研究室の指導教員を

中心に実施する。また Zoom や WebClass のような遠隔授業のためのインターネットシス

テムを補完的に活用し、社会人学生とのコミュニケーションを密にし、学生からの履修

上の相談にきめ細かく対応する。 

 

6.3 授業の実施方法 

社会人を含む多様な学生に対応して授業を実施する。社会人学生の場合、就業状況に

よっては日中に授業を受講することが困難な者がいることも予想されることから、社会

人学生が受講する授業の一部を必要に応じて夜間や週末に履修できるようにする。 

 

6.4 教員の負担の程度 

理工学研究科の専任教員はすべて理工学部と兼務するので、既設の学部と授業担当時

間数の調整を行う。理工学研究科(博士前期と博士後期)と理工学部の負担とあわせて 2

つのクォーターあたり講義 3科目(6 単位)、演習 7科目(14 単位)程度とし、過度の負担

にならないよう配慮する。入学定員が 2人と少人数であることから、大学院を専ら担当

する教員は配置しない。 

 

6.5 図書館・情報処理施設等の利用方法や学生の厚生に対する配慮、必要な職員の配

置  

窓口事務については、通常の窓口（平日午前 9 時～午後 5 時）のほか、時間外窓口

（平日午後 5 時～午後 10 時 10 分、土曜日午前 9 時～午後 5 時）を設けており、社会人

学生に対応できるよう事務取次ぎを行っている。 

図書館については授業・試験期間の平日午後 10 時、授業・試験期間以外の平日およ

び土曜日午後 8時まで開館し、貸出・返却手続き等含め社会人学生も十分に利用するこ
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とができる。授業・試験期間中の日曜日については、午前 10 時から午後 5 時まで開館

し、社会人学生の教育研究に支障がないよう配慮している。 

情報システムの利用申請は Web 申請が可能で、サポート窓口は月曜日から金曜日に加

え、土曜日も午前 9 時～午後 5 時で対応している。情報機器の利用は BYOD を方針とし

ており、学内全域で学内無線 LAN およびネットワークプリント等の利用環境を整え、利

用者サービスの向上を図っている。また、ラーニング・コモンズは月曜日から土曜日の

午前 8時～午後 11 時まで利用が可能で、社会人学生も利用することができる。 

厚生施設については、食堂、書店、コンビニエンスストアなどがあり、一部を除いて

土曜日も営業するなど、社会人学生に配慮した営業時間となっている。 

 

7．入学者選抜の概要 

7.1 機械電子制御工学専攻博士後期課程のアドミッション・ポリシー 

<機械電子制御工学専攻博士後期課程のアドミッション・ポリシー> 

機械電子制御工学専攻では、本専攻のカリキュラム・ポリシーに沿って編成した教育課

程を修めるために十分な学力を備え、本専攻の専門性に鑑み、その目的を達成すること

に強い意欲を持つ以下の人、入学後に本専攻のディプロマ・ポリシーに示す能力を身に

つけられる人を受け入れます。 

 

①電子情報工学専修においては、電子工学および情報工学の修士課程修了程度の専門知

識を有する人。機械システム工学専修においては、制御工学および機械工学の修士課程

修了程度の専門的知識を有する人。 

②電子情報工学専修においては、電子工学および情報工学に関する高度な技術の修得と

その研究開発に高い関心と探求心を持つ人。機械システム工学専修においては、制御工

学および機械工学に関する高度な技術の修得とその研究開発に高い関心と探求心を持

つ人。 

③本専攻で修得した力を用いて社会に貢献する意欲のある人。 

 

入試種別や評価方法については、理工学研究科博士後期課程のアドミッション・ポリシ

ーに準じます。 

 

7.2 出願資格 

 機械電子制御工学専攻博士後期課程の出願資格は、次のいずれかに該当する者または

入学時に該当見込みの者とする。ただし、外国籍の者が春季試験に出願する場合は、出

願時に就学可能な在留資格を有していることを条件とする。さらに、在留資格「留学」

を有する者は、その在留期限が入学手続期間最終日の翌日以降であることを条件とする。 

① 修士の学位または専門職学位を有する者 
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② 外国において修士の学位または専門職学位に相当する学位を授与された者 

③ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位

または専門職学位に相当する学位を授与された者 

④ 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度

において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当

該課程を修了し、修士の学位または専門職学位に相当する学位を授与された者 

⑤ 文部科学大臣の指定した者 

⑥ 本学大学院理工学研究科において、個別の入学資格審査により、修士の学位または

専門職学位を有する者と同等以上の学力を有すると認めた者で、かつ入学前年度 3

月末（9 月入学の場合は 8月末）までに 24 歳に達している者 

 

7.3 入学試験・審査形態および入学試験科目 

入学者の選抜においては、電子情報工学または機械システム工学における高度な技術

や研究開発に高い関心と探求心を持ち、修得した力を用いて社会に貢献する意欲のある

学生を受け入れる。そのために以下のような入学者選抜を実施する。 

 

入学試験種別一覧 

種別 試験の内容 対象 募集人員 

一般入学試験 書類審査、口述試

問 
修士の学位または専門職学位

などを有する者 

2 名 

社会人入学審査 書類審査、口述試

問 

大学、短期大学、高等専門学校、

専修学校、各種学校の卒業後 2

年以上の社会経験を積んだ者 

国内在住外国人入学 

審査 

書類審査、口述試

問 

外国の国籍を有する日本在住

者で、修士の学位または専門職

学位などを有する者 

国外在住者入学審査 書類審査 修士の学位または専門職学位

などを有する者で国外に在住

する者 

 

機械電子制御工学専攻博士後期課程の各入試種別では、これらを以下のように測定

し、評価する。 

 

■一般入学試験 

・口述試問 

書類審査および出願書類の研究成果資料（あるいは研究計画書）を中心とした口述試

問を行う。機械電子制御工学専攻の理念を共有し、電子情報工学または機械システム

工学における高度な技術や研究開発への関心と探求心、修得した力を用いて社会に貢
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献する意欲を総合的に判断する。志願者から提出された書類によりアドミッション・

ポリシーの①を確認し、口述試問では①、②、③の全てを確認する。 

 

■社会人入学審査 

・口述試問 

書類審査および出願書類の研究計画書を中心とした口述試問を行う。機械電子制御工

学専攻の理念を共有し、電子情報工学または機械システム工学における高度な技術や

研究開発への関心と探求心、修得した力を用いて社会に貢献する意欲を総合的に判断

する。志願者から提出された書類によりアドミッション・ポリシーの①を確認し、口

述試問では①、②、③の全てを確認する。 

 

■国内在住外国人入学審査 

・口述試問 

書類審査および出願書類の研究成果資料（あるいは研究計画書）を中心とした口述試

問を行う。機械電子制御工学専攻の理念を共有し、電子情報工学または機械システム

工学における高度な技術や研究開発への関心と探求心、修得した力を用いて社会に貢

献する意欲を総合的に判断する。志願者から提出された書類によりアドミッション・

ポリシーの①を確認し、口述試問では①、②、③の全てを確認する。 

 

■国外在住者入学審査 

・書類審査 

志願者調書と研究計画書を用いて書類審査を行う。機械電子制御工学専攻の理念を共

有し、電子情報工学または機械システム工学における高度な技術や研究開発への関心

と探求心、修得した力を用いて社会に貢献する意欲を総合的に判断する。志願者から

提出された、出身大学院の成績証明書と研究計画書（修士論文、最近2年間程度の学

会・研究会発表論文等の研究成果資料を含む）により、アドミッション・ポリシーの

①、②、③の全てを確認する。 

 

社会人受け入れに際しては、大学卒業後2年以上の社会経験を積んだ者に受験資格を

与え、書類審査と口述試問で基礎的な学力の有無とその適性を審査する。なお、現在

就業しているか否かは問わないこととする。社会人は多様な経歴を持つことが想定さ

れるので、基礎的な学力とともに、それらの多様な経歴も評価の対象とする。例え

ば、ソフトウェアの開発に携わった、工場での生産管理に携わったなどの経歴は高く

評価する。また、社会人はその勤務上の制約から、まず科目等履修生、もしくは研修

生として大学での講義や研究活動に携わりたいと考える者も多い。そのような社会人

に対しては、口述試問でその適性を確認した上で、科目等履修生、もしくは研修生と
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して受け入れる。なお、理工学研究科では9月入学を実施しており、機械電子制御工学

専攻でも同様に9月入学を実施する。 

 

8. 教育研究実施組織の編制の考え方および特色 

教育課程、教育方法の実施に十分対応できるよう、機械電子制御工学専攻博士後期課

程の教員数は教授 14 名とする。教員あたりの学生数（収容定員/教員数）は、0.43（6/14）

となり、教育に十分な水準を確保している。すべての教員は、専攻の科目に関連する分

野において十分な研究業績と博士の学位を持つ。 

教員組織の特色は、専門知識や技術を教育する教員をその主な専門分野によって配置

し、それらの教員が専門知識の基盤となる電子工学、情報工学、通信工学、制御工学の

教育も行うことで、専攻の教育課程の編成を実現していることである。すべての科目を

関連分野の博士の学位を持つ専任の教授が担当する。 

 

教員名・専門分野一覧（電子情報工学専修） 

職位 教員名 専門分野 

教授 藤井 勝之 電磁波工学、電気電子工学 

教授 佐々木 克巳 情報数理 

教授 鷹取 泰司 ワイヤレス通信 

教授 石原 靖哲 データ工学、情報セキュリティ 

教授 高田 豊雄 情報セキュリティ、符号理論 

教授 横山 哲郎 計算機科学 

教授 本田 晋也 組込みシステム 

 

教員名・専門分野一覧（機械システム工学専修） 

職位 教員名 専門分野 

教授 稲垣 伸吉 制御工学、ロボット工学 

教授 杉本 謙二 制御工学、システム理論 

教授 大石 泰章 制御工学、システム理論 

教授 坂本 登 制御工学、非線形制御 

教授 陳 幹 制御工学、システム理論 

教授 潮 俊光 制御工学、システム理論 

教授 中島 明 制御工学、ロボット工学 

 

教員の年齢構成（2025 年 4 月 1 日現在）については、60 歳代 3名、50 歳代 6 名、40

歳代 5名となっており、教育経験を積み、多くの研究業績を持つ年代の教員によって構

成される。 
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■高齢教員の雇用について 

「南山大学就業規則」に定める教育職員（教授）の定年は満 65 歳である。再任用さ

れた教育職員（教授）の定年は満 68 歳である。また、大学院教授の定年は満 70 歳であ

る。 

機械電子制御工学専攻（博士後期課程）では、完成年度前に 65 歳を迎える専任教員

が 3 名（内訳は、開設時点で 63 歳の教授が 1 名、67 歳の教授が 2 名）となっている。

開設時点で 63 歳の教授 1 名については、完成年度に 66 歳となるが、学部が定める再任

用に関する基準に則り、研究継続の観点から、2030 年 3 月 31 日まで再任用することが

2024 年 4 月 12 日の理事会において承認されている。また、開設時点で 67 歳の教授 2

名については、その専門である機械システム工学における経験を本学の大学院教育に活

かすとともに、広く地域・社会に学術的に貢献することを重視し、満 70 歳を定年とす

る大学院教授として2027年度末まで任用することが2023年3月17日開催の理事会と、

2023 年 4 月 7 日開催の理事会において承認されている。 

以上のように、退職年齢について規定した「南山大学就業規則」の趣旨を踏まえた適

切な運用を行う計画である。 

 

＜資料 22＞ 南山大学就業規則（抜粋） 

＜資料 23＞ 南山大学職員規則（抜粋） 

＜資料 24＞ 南山大学大学院教授規程 

 

9．研究の実施についての考え方、体制、取り組み 

9.1 研究の実施についての考え方 

南山大学では、大学としての研究に対する基本的な考え方について、「南山大学研究

活動上の行動規範」＜資料 18＞を定めている。この行動規範では、「人類の知的基盤、

健康および福祉に貢献する社会的に有益な研究の実施とその支援」、「生命と人間の尊厳

および人権の尊重」等、研究活動に関する 7つの基本理念を定めるとともに、個人情報

の保護、捏造、改ざんおよび盗用の防止、研究データの保存・開示などの研究活動上の

基本的な行動規範を明示している。大学では、行動規範を掲載した「研究費ハンドブッ

ク」＜資料 25＞を教職員に配布するほか、南山大学ポータルシステム（PORTA）（以下、

「PORTA」とする）に掲載し、教職員や学内のその他の研究者に周知している。 

 

＜資料 25＞ 研究費ハンドブック（抜粋） 

 

9.2 研究活動の支援体制 

科学研究費補助金などの公的研究費、奨学寄附金・受託研究・共同研究などの外部資
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金獲得のための支援は教育企画・研究推進課が行っている。助成金・補助金関連の情報

は、随時、助成ニュースを PORTA および大学の公式 Web ページに掲載し周知に努めてい

る。また前項で述べた「研究費ハンドブック」＜資料 25＞には、学内外の研究費・補助

金の種類や使用方法・申請方法、研究者として遵守すべき規程などがまとめられている。

科学研究費補助金申請時期には申請のための説明会を開催し、申請制度や申請書作成の

注意点などを詳しく説明している。特に申請書作成時の具体的な注意事項については、

過去に採択を受けた教員が申請書作成のノウハウを説明している。また、教育企画・研

究推進課では、教員が作成した科学研究費補助金申請書に対する助言や、過去に採択さ

れた申請書の閲覧を可能とするなど、採択に結び付けるための支援を行っている。 

その他、教育企画・研究推進課では、主に本学専任教員により組織される「南山学会」

の事務を担当している。南山学会は、文学・語学系列、人文・自然系列、経済系列、経

営系列、法学系列、社会科学系列、理工学系列の 7つの系列により構成されている。総

会やシンポジウム、研究系列ごとの研究例会の開催や、南山大学紀要「アカデミア」の

刊行、および「南山大学学術叢書」の出版助成を通じて、南山大学における研究活動の

促進を図っている＜資料 26＞＜資料 27＞。 

企業および自治体等との学外共同研究や受託研究、奨学寄附金については、「南山大

学学外共同研究規程」＜資料 28＞および「南山大学受託研究規程」＜資料 29＞、「南山

大学奨学寄附金規程」＜資料 30＞に基づき、研究費の受け入れと執行を行っている。当

該研究費の受け入れは、「南山大学研究審査規程」＜資料 19＞に基づく「南山大学研究

審査委員会」による審査・承認、当該教授会または研究所総合委員会および大学評議会

の議を経て学長が決定する。また、学外共同研究、受託研究、奨学寄附金等の受け入れ

を通じて社会貢献を推進するために、「南山大学利益相反マネジメントガイドライン」

＜資料 31＞および「南山大学利益相反マネジメント専門委員会規程」＜資料 32＞が定

められている。 

なお、本学内外で行う、人を直接の対象とし、個人からその人の行動、環境、心身等

に関する情報やデータを収集・採取して行われる学内外の研究活動のためには、「南山

大学『人を対象とする研究』倫理ガイドライン」＜資料 20＞が定められている。 

本学には URA（University Research Administrator）に相当する職は置いていない

ものの、教育企画・研究推進課を中心としたこれらの支援により研究活動の活性化に取

り組んでいる。 

 

＜資料 26＞ 南山学会会則 

＜資料 27＞ 南山学会活動記録一覧 

＜資料 28＞ 南山大学学外共同研究規程 

＜資料 29＞ 南山大学受託研究規程 

＜資料 30＞ 南山大学奨学寄附金規程 
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＜資料 31＞ 南山大学利益相反マネジメントガイドライン 

＜資料 32＞ 南山大学利益相反マネジメント専門委員会規程 

 

9.3 研究費の適切な支給 

専任教員個人に対する研究費として、研究活動に要する経費に充てる「個人研究費」

と、学会・研究会・セミナー等への出席および研究資料収集・調査を目的とした出張に

充てる「研究出張旅費」がある。2010 年度以降は、研究活動の活性化を目的に、教員一

人当たり 50 万円に所属教員数を乗じた金額を各学部等に配分し、配分方法は、各学部

等に委ねている。また、本学図書館に必要な学術資料を選書・購入するための「学部配

分図書費（個人図書購入費）」があり、教員一人あたり 15 万円を配分している。 

学内公募制の研究費として、個人またはグループの特定研究に対して助成する「パッ

ヘ研究奨励金Ⅰ-A」がある。この奨励金は、教員の研究活動を活性化する目的で、科学

研究費補助金などを獲得している場合に優先的に採択・配分している。配分額は申請数

によって変化するものの、例年、研究代表者として科学研究費補助金を獲得している教

員の場合は、30 万円程度が配分されている。近年では科学研究費補助金の申請数が増

加していることもあり、予算を増額して対応している。その他、海外で開催される学会

等において研究発表を行う場合の渡航費に対する助成として「パッヘ研究奨励金Ⅱ-B」、

本学の専任教員による優れた業績の著書に対する出版助成として「南山大学学術叢書出

版助成」、本学の教育職員が責任者となり、または運営に参画して、南山学園の施設を

会場として対面形式およびハイブリッド形式で開催される学外の学会、オンライン形式

で開催される学外の学会の援助費として「南山大学学会開催援助金」がある＜資料 33

＞。 

大学院生への研究補助については、学会発表における交通費・参加費、学会発表に係

るコピー・別刷代金を対象として年間上限 10,000 円と、学位論文作成に係るコピー代

金を対象に、在学中に一人 1回 3,000 円（コピーカードの配布をもって充当）の「大学

院生奨学費」を設けている＜資料 34＞。 

 

＜資料 33＞ 南山大学学会開催援助金取扱要領 

＜資料 34＞ 2024 年度大学院生奨学費の支給について（お知らせ） 

 

9.4 研究室の整備、研究時間の確保、研究専念期間の保障等 

研究室は、「南山大学研究室規程」＜資料 35＞に基づき、専任教員には 1名 1 室を割

り当てている。研究室の広さは、多少の差はあるものの各室 20 平方メートル前後であ

り、研究に必要な机・椅子、書架、応接セット等が準備されている。研究室の使用は、

原則、午前 8 時から午後 10 時まで可能であり、研究に支障が出ない利用時間が確保

されている。また、学部・学科ごとに所属教員の合同研究室を設置している。大学院生
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